
第２回 最先端研究開発支援プログラム（ＦＩＲＳＴ） 

事後評価 外部評価委員会 議事概要 

 

○ 日 時   平成27年３月３日（火）10：00～11：23 

○ 場 所   中央合同庁舎第８号館６階602Ａ会議室 

○ 出席者   秋永委員、有信委員、岩本委員、上野委員、佐藤委員、 

        角南委員、西島委員、元村委員 

        原山議員、久間議員 

        森本統括官、中西審議官、河内参事官 

 

○ 議事概要 

午前 １０時００分 開会 

○有信委員長 おはようございます。 

  それでは、ただいまから第２回ＦＩＲＳＴの事後評価外部評価委員会を開催させていただ

きます。お忙しい中、御参集いただきまして、本当にありがとうございます。 

  本日の出席者は、お手元の座席表のとおりですけれども、山本委員のみ急用で御欠席とい

うことになりましたので、御了承いただければと思います。 

  それから、資料に関しましては、お手元の議事次第に書いてあるとおりなので、確認は省

略させていただきますけれども、もし過不足があれば事務局までお申し出いただければと思

います。 

  それでは、議事に入りたいと思います。 

  外部評価報告書（案）についてということで、前回、第１回でいろいろ御意見をいただい

て、それも踏まえながら事務局で取りまとめていただいています。 

  まず、事務局から説明をお願いします。 

○河内参事官 それでは、事務局のほうから御説明させていただきます。 

  配付資料、先ほど委員長からお話がありましたように、議事次第のとおりですけれども、

資料１から３まででございます。資料１は外部評価報告書の案、資料２は各研究課題に関す

る外部評価結果の案でございます。資料３は前回先生方から御指摘がありました各研究課題

の取組状況、成果等に関するデータの一覧表をつけております。参考資料としては、ＦＩＲ

ＳＴの研究課題の交付額一覧、それから事後評価外部評価委員会の委員名簿。 



－1－ 

  それと、今日はお手元、机上配付として、ＦＩＲＳＴ公開活動における地上波テレビ放送

についてというタイトルになっていますけれども、ＮＨＫのＥテレで放送された実績のリス

トと、それから過去３年間の中心研究者等が登壇していただいたフォーラム、サイエンスフ

ォーラムと言っておりますけれども、その資料。それから、同じく机上配付で、前回の議事

概要の案をお配りしております。これはまだ確認中でございますので、今日は机上配付とさ

せていただいております。 

  それでは、資料１の説明をさせていただきます。 

  資料１は、ＦＩＲＳＴの事後評価、外部評価報告書の案という形になっておりますけれど

も、目次から始まっております。１から４までということでございますが、位置づけから始

まりまして、外部評価の結果として、制度を振り返ってどうだったかと。それから、成果創

出に関する所見、制度運営に関する所見、制度設計に関する所見、成果の社会還元・波及効

果、ＦＩＲＳＴ終了後の課題という構成にしております。 

  １．の位置づけから始まっております。位置づけにつきましては、御案内のように、いろ

いろな経緯があってこのＦＩＲＳＴができておりますので、そういった経緯も含めて書いて

あります。 

  （１）のところは体制でございます。外部評価の体制につきましては、従来ですと、外部

有識者の参加、協力をいただきながら中間評価やフォローアップを行ってきましたけれども、

この事後評価につきましては、より客観性、公正性を保つという観点から外部評価委員会を

構成していただいて評価をしてきたということでございます。９名の先生方、その下に小委

員会として５つの領域に分けまして、計25名の先生方から構成される小委員会で評価をして

いただいたということでございます。 

  （２）の評価の実施方法でございますが、評価の手順、今日の議論をいただきまして、最

終的には外部評価報告書をこの委員会としてまとめていただくということで、それを大臣が

主催し、かつ有識者の先生方で構成されます革新的研究開発推進会議に提出いただいて、そ

こで議論の結果案を総合科学技術・イノベーション会議に提出して、そこで決定していくと

いう段取りとなっています。 

  評価の視点、２ページの中段あたりでございますけれども、研究課題の事後評価の視点。

研究目標は達成されたか、から始まりまして、６点ほど掲げております。これは先ほどの５

領域ごとの小委員会の中で、各先生方に吟味していただきまして、個別課題の評価書という

形でまとめていただいているところでございます。 
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  ３ページでございます。上のほう、プログラムの事後評価でございまして、研究課題の評

価とともに、事後評価におきましては、制度的な部分、プログラムの事後評価をしていただ

くということで、２点ほど切り口を掲げております。プログラム全体としての研究開発成果

の状況、成果展開・還元状況や波及の見通し、それから制度設計という切り口を掲げており

ます。 

  ２．のところ、外部評価の結果でございます。制度概要につきましては、目的から始まり

まして、経緯、特徴、３ページから４ページにわたって書かれておりますけれども、御案内

のように、ＦＩＲＳＴは平成21年度当時、非常に新しい切り口で、かつ新しい考え方の下で

制度がつくられてきておりますので、その経緯を少し詳細に記述しております。 

  さらに、予算につきましても、当初の2,700億円といった第１次補正予算で成立した予算

額から、最終的にはＦＩＲＳＴにつきましては30課題で1,000億円という形になりましたの

で、そこの部分についての経緯も記しております。 

  ４ページの中段、制度の特徴でございます。御案内のように、５年間で世界のトップを目

指す30人の中心研究者に対しまして、１課題当たり約18から62億円の大型の資金を支援した

ということ。分野につきましても、さまざまな分野あるいはステージといったものを対象と

したこと。それから、研究支援を専門に支援するような体制をしっかりとつくったと。そう

いった仕組みを初めてつくったということ。それから、そういった仕組みを支える環境とし

て、多年度にわたって自由度の高い研究資金配分の使用ができるような仕組み、基金化をし

たということについて書いてあります。 

  ５ページのところ、予算の関係では、これも少し詳細に記しておりますけれども、経費Ａ、

Ｂ、Ｃという３つのタイプに分けております。特に経費Ｂが研究開発を支える仕組みとして、

明示的に仕組んだということでございまして、経費Ｂと従来の間接経費に相当する経費Ｃの

トータルを20％というような形の中で設置したということでございます。 

  （２）成果創出に関する所見でございます。詳細につきましては、後ろについております

個別課題の評価書をご覧いただければと思いますけれども、横断的に見た場合にどういった

ことが言えるかというふうなことを、６ページあたりから少し書いております。異分野融合

で研究開発を推進した形の中で、研究成果は卓越したものが出たのではないかといった観点。

あるいは、産学官協働、国際協働の中で、頭脳循環、頭脳集積が図られ、世界をリードする

ような研究がされてきたのではないか。さらには、未知の学問領域に挑戦して、価値ある成

果・理論を提唱し、先導できたのではないかといった観点。そして、出口を見据えた研究開
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発の推進によりまして、社会実装を加速させ、国民に夢と希望をもたらすような成果が創出

できたのではないかといった切り口でございます。 

  ７ページのところでございますけれども、一方で課題もあったのではないかということで、

この事業の期間の中では、いま一つ研究開発の成果としては足らない部分もあったのではな

いかということも記しております。特に外的要因によりまして、その期間内で観測・実証に

至らなかったといったことがあった。ただ、これはその後の事業終了後の自助努力によりま

して、世界トップ水準の成果が得られるようになったという点。さらには、そういった期間

の中では、いま一つ足らない課題もありましたけれども、今後の発展が期待されるといった

課題といったところを記しております。 

  所見のところでございますけれども、大きな経済効果の発現、あるいは新学問領域の発展

のためには、時間を要することも少なくないといった考え方の下で、ＦＩＲＳＴの研究開発

成果の中には、近い将来そういったレベルに達する研究課題も相当多いのではないかと。そ

のような研究課題については、引き続き研究課題側の自助努力を基本としつつも、大所高所

からの目利きによって適切な方向性を見出すことも今後の課題と考えられるといったような

書きぶりにしております。 

  それから、「なお」のところ、未達のものも含めた研究成果を広く公開することは、研究

領域全体の活性化につながるといったことで、そのような研究成果から革新的な知見の創出

につながる可能性もあって、こういった取組にも留意する。これは、具体的に言いますと、

研究成果の中で目標達成までいかなかったんだけれども、そういった達成しなかった事例、

簡単に言えば失敗事例といったものも積極的に公表するといったことが、後々のそれを受け

た形の中で、より研究が推進されるといった点を指摘しております。 

  （３）のところ、制度運営に関する所見でございます。制度発足時の状況でございますけ

れども、先ほど申し上げましたように、予算が削減されたといった経緯の中で、各課題がい

ろんな努力を行ったわけでございます。当初予定していたものを、より機能を絞り込んで小

型化する等によりまして、結果的に海外輸出につながったようなよい事例、さらには、世界

各国との国際協働の中で、参加各国にも資金供出を呼びかけまして、それがうまくいって乗

り切った例もある。ただ、基本的には、多くの研究課題の中で、予定していた研究開発計画

を相当縮小したと。あるいは、応用研究の部分を取りやめたといったような事例も多かった

わけでございまして、研究計画や研究体制を大幅に変更せざるを得なかったという状況でご

ざいます。予見可能性の低い研究開発の場合、そういったことが多いわけですけれども、施
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策につきましては、やはり予見可能性は高い施策運営が重要であるといったことを指摘して

おります。 

  ８ページの中間評価の実施でございます。中間評価の段階で、30課題のうち４つの研究課

題について見直しを求めたという経緯がございます。４つの課題につきまして、研究資源の

選択と集中を図っていただいて、結果的には、当初の目標達成に向けて期待できる研究成果

が得られた、と判断していただいております。この辺は、先ほどの小委員会の中で議論して

いただいた結果でございます。 

  ８ページの最後のほう、加速・強化事業の実施のところでございます。ＦＩＲＳＴは平成

21年度にスタートしておりますけれども、平成22年度に総額約100億円の加速・強化のため

の経費をつけていただいておりますので、その追加も加速のために効果的であったというふ

うな記述をしております。 

  ９ページにいきますと、（４）の制度設計に関する所見でございます。制度設計につきま

しては、「ア」のところ、研究開発が柔軟にできる、あるいは中心研究者に高い自由度を持

った運営が任されているといったところ、さらにはそれを支える仕組みとして基金化がある

といった観点の中で整理をさせていただいております。 

  ９ページの中段から後段にかけまして、意見が幾つか並んでおります。研究開発推進上の

効果とする意見、これは中心研究者あるいは研究支援担当機関から聴取した意見をまとめた

ものでございます。基本的に前向きな評価をたくさんいただいておりまして、研究開発推進

上も非常に効果があったと。複数年度にわたって、連続的な研究開発活動を維持・継続でき

た等々が指摘されております。 

  それから、事務処理・経理処理上も当然のことながら非常に効果があったということであ

りまして、単年度執行ではなかなか難しかった部分、大型の機器調達の観点、あるいは長期

にわたるようなメンテナンス、あるいは保守といった経費が、結果的に低廉できたといった

ところ。さらには、年度の制約にとらわれないで必要なものを必要なタイミングで確保でき

た、そういった事務処理上もよかったといった観点。 

  それから、９ページの最後のところ、想定外の事象への効果的対応とする意見ということ

で、期間中、例えば東日本大震災でありますとか、あるいはサブテーマリーダーで一部不祥

事等もございまして、突発的な事情もあったわけでございますけれども、そういった突発的

な場合に対しても、この制度設計、仕組み上で非常に柔軟に対応できたというふうなことで

ございます。 
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  それから、所見のところでは、そういったことを記しておりますけれども、一方で自由度

が高い、あるいは研究費の執行が多額であるといった、そういったものが任されていたから

こそ、研究課題側はしっかり自覚を持って、厳格な執行が求められると。さらには、国民へ

の適切な説明責任が求められたということでございます。 

  これから、事業期間が終わったわけではございますけれども、さらに成果の創出も引き続

き出てくるということもございまして、そういった観点から言っても、社会還元努力を図っ

ていくことが必要ではないかというふうな書きぶりにしております。 

  中段のところ、研究支援のための新しい仕組みでございます。研究支援をするための仕組

みとして設けました研究支援担当機関と、それを支援する経費の点について記しております。 

  単なる事務的な支援にとどまらない、研究開発戦略の立案でありますとか、あるいは知財、

法務、契約、調達といった専門性の高いような部分についても、人材を確保し、あるいはそ

ういった方々にしっかりと仕事をしてもらうような環境ができたということでございまして、

30研究課題の内訳としては、中心研究者みずからの所属機関を指名した研究課題が17、それ

以外のところが13ということでございまして、中心研究者みずからの所属機関以外を指名し

たところは、独法が11、技術研究組合が２といった状況でございました。 

  研究支援担当機関の責任者として、研究支援統括といったものを位置づけたわけですけれ

ども、ここも多様な人材が結集できたというような声をいただいておりまして、具体的な声

がそこに記してあります。評価する声としては、中心研究者の研究を専属で支援するチーム

が編成できたということで、いろんな面で研究開発に専念できるような環境をつくっていた

だけたといった声、さらには、専門人材、戦略アドバイザー、知財アドバイザー等のそうい

ったスタッフを専任雇用できたといったことで、より幅の広い研究の推進ができたといった

ところ。 

  一方で、課題とする声もございまして、中心研究者の所属機関が支援機関となった場合、

例えば１つの大学だけで研究全体が進行されているわけではございませんので、複数機関を

束ねるといったことに、支援機関は立場上、位置づけられるわけでございまして、そういっ

たときの横の連携がなかなか難しかったといった声。一方で、中心研究者が所属機関以外で

あった場合、機関が異なるといったこともございますので、例えば中心研究者が人事上の要

望などをなかなかうまく横に展開するのに苦労したといった声も伺っております。 

  所見のところでございますけれども、中心研究者を始めとした研究者が、より研究に専念

できる環境ができたということがもちろんでございますけれども、さらに12ページの上のほ
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うに、研究サポートを重要視する意識が広がったのではないかと。支援体制構築あるいは経

験の付与に役立ったといったことで、これからの発展に期待する声も聞いておりますので、

そういった観点を盛り込んでいます。 

  「一方で」のところでございますけれども、支援機関のスタッフが終了後になかなか活躍

する場が少ない。キャリアパスとしてつながっていないといった課題も生じておりまして、

そのような経験の蓄積、共有、キャリアパス形成に、大学を始めとしまして継続的な取組が

必要ではないかというふうな観点を記しております。 

  研究支援の重要性に着目した研究資金制度が更に普及しない場合、研究支援を重要視する

視点と人材も育たないといったことで、特に大型研究費の場合は、そういった観点が非常に

重要でございますので、支援機関の設置を義務づけするなど、こうした観点を十分配慮した

制度設計が必要ではないかというふうに書いております。 

  「ウ」、知財のところでございます。知財につきましても、経費Ｂという、先ほどの研究

支援をサポートする経費の中で支援しておりますが、そこにありますように、弁理士資格等

を有する者を加えたといった取組でありますとか、あるいは特許動向を調査、パテントマッ

プの作成といった具体的な戦略的な出願のための活動ができるような環境がつくられたわけ

でございます。 

  所見のところでございますけれども、積極的な知財確保が図られた背景の中に、こういっ

た知的財産の取組に対する特別な経費的な支援があったというふうな整理にしておりまして、

基礎的な分野においても、論文だけではない、件数は少ないんですけれども、論文だけでは

ないような基本特許及びその周辺特許の積極的な出願が見られたということ、さらには、一

部の研究課題ではもう既にライセンスに移行するようなところまでいっているものもござい

ますし、総じて知財の重要性確認、認識向上、積極的かつ効果的な権利確保の取組が行われ

たと判断しております。 

  事業終了後の創出成果についても、引き続き戦略的に進めていくことが重要だということ

でございます。 

  次に、研究成果の公開活動でございます。公開活動につきましては、これも義務づけをし

ておりまして、積極的に対応していただくような形をとってまいりました。先端的、先進的

な研究開発、特に一般の国民の皆さんには伝わりにくいといった御批判もあるわけでござい

ますけれども、中心研究者を中心としまして、どうやってそれを伝えていくかということで、

各課題、非常に苦労した、努力した部分だと思います。 
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  一般国民を対象としたシンポジウムは、全体で延べ378回、約４万7,000人の参加があった

ということでございます。 

  各課題の努力もさることながら、内閣府としましても、ＦＩＲＳＴの中心研究者等の御協

力をいただきまして、いろんな取組をやってきております。ＦＩＲＳＴのサイエンスフォー

ラムというのを毎年度、東京を始め、各地で開催しておりまして、中心研究者に登壇いただ

いて、高校生等とのコミュニケーションを図るといった取組。 

  さらに、FIRST EXPO 2014ということで、これは最終年度に30研究課題に一堂に集まって

いただき、シンポジウムを開催いたしました。個別ブースの設置なり、あるいは研究プログ

ラムの展示等、さらには来場した研究者、産業界の方々、一般の方々との交流機会の提供を

行ったということでございます。書かれておりませんが、産学のマッチングのためのシンポ

ジウムを、例えば仙台とか京都でも開催しましたし、さらに中心研究者が何人か独自に集ま

って、共通するテーマとして、そういったシンポジウムを開催したというケースもございま

した。 

  14ページのほうですが、ＦＩＲＳＴの成果をわかりやすくまとめた成果ダイジェストを作

成いたしました。スーパーサイエンスハイスクールといった高校や、あるいは全国の図書館

等にも配付をしまして、よりＦＩＲＳＴの成果といったものを身近なものに感じてもらうよ

うな努力をしてきたということでございます。 

  所見のところ、国費を使ったプロジェクトである以上は、そういったものを国民の皆さん

にわかりやすく示すことが非常に重要であるということで、義務づけしたということによっ

て、活動が積極的に行われたところでございます。出口を意識した研究開発が、基礎の分野

の方々にもしっかりと伝わったと。それに伴って、努力をしていただいたということかなと

いうふうに思っています。 

  14ページのオ、研究人材の育成のところでございます。研究人材につきましては、研究課

題において多くの方々が育成されたというふうに思いますけれども、総計約3,200人の方が

研究に携わったということでございます。ポスドク、博士課程の学生さん等、いろいろなレ

ベルの方が入ってきております。 

  15ページ、資質の向上が図られたというふうなことでございますけれども、これは異分野

の研究者あるいは海外との交流、国内・学会への積極的な参加支援等々、いろんな取組があ

ったわけでございます。学会賞の受賞でありますとか、上級ポストへの転出等のポスドク、

あるいはポスドクの雇用先確保等、そういったことが見られたと。具体的な数字としてなか
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なか出てこない部分はありますけれども、そういった声は聞いております。 

  所見のところでございますけれども、次世代を担う若手研究者の育成、これは我が国を代

表する研究者である中心研究者の責務だというふうな認識のもとで、充実した取組が行われ

たのではないかと。特に大型の研究費であったこともありまして、個々の研究課題に数多く

の研究者が参画しております。異分野や外国の研究者との交流も含めて、広く交流機会の提

供が行われたということで、若手研究者の能力向上に極めて有意に作用したのではないかと

いうことでございます。 

  （５）成果の社会還元・波及効果でございます。今後の我が国の科学技術の発展、産業化

の観点から、極めてこれは引き続き重要ということでまとめております。研究推進体制に、

民間企業の研究者が研究分担者・共同研究者として積極的に参加する中で、より社会還元、

成果が出口に近づいていくといった取組が加速されている例は非常に多いというふうに指摘

しております。 

  16ページのほうにまいりますと、いろいろな取組があった中で、一方で、「また」以下の

ところですけれども、新たな学問領域の確立、新しいビジネスモデルの構築、国内産業の技

術開発力の向上等の効果が見られたということでございます。 

  「なお」のところ、こうした取組の中で、我々としては、研究支援担当機関連絡会という

ものを５回ほど開催しております。これは、研究支援統括者を集めまして、研究支援をする

という共通の役割を認識していただく中で、課題を共有すると。さらには、改善策を検討す

る場として使ってまいりました。特に議論になりましたのは、ＦＩＲＳＴ終了後の橋渡しの

ところでございまして、そういった声を受けまして、我々としては、公的研究費はどんなも

のがあるかといったものについて、関係省庁をお招きして、その内容についての説明会の場

としたりもしましたし、あるいは民間資金についても、産業革新機構をお招きして、そうい

った内容についても情報提供等を行ったところでございます。 

  成果の波及効果という観点からしますと、基金化の面で、平成23年度から科研費の一部が

基金化されたということでございまして、ＦＩＲＳＴの波及効果というふうな観点もあるの

かなというふうに思います。 

  所見のところでございますが、実用化に近い研究課題については、民間企業との連携の下

で、試作品の開発、臨床試験、上市、標準化等の活動、いろいろあるわけでございますけれ

ども、それぞれ各研究課題の内容なりステージに応じた適切な取組が行われたのではないか。

また、ＦＩＲＳＴによりまして新しいビジネスモデルや研究領域も生まれたものもあるので
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はないか。一方、基礎的な研究であっても、実用化に結びつくような成果が生まれる可能性

もあって、社会還元という出口では、常にこういったものを意識した研究開発を行うことが

重要ではないかというふうな書きぶりにしております。 

  最後に、ＦＩＲＳＴ終了後の課題としまして、幾つか述べています。 

  ＦＩＲＳＴは、大規模な研究助成事業であるがために、結集した最先端の研究成果なり、

あるいは研究者、研究支援者、いろんな面で資源が集まってきておりますので、終わった後

にそういったものが分散、散逸して海外に流出するといったものをどうやって防ぎつつ、成

果をうまく発展させていくかと。成果の休眠を招くことのないように、円滑に次のステージ

に発展、展開していくことが重要ではないかということでございます。 

  １つ、制限要因があったのは、基金の設置期限です。事業の終了期限が明確に決まってい

たということでございまして、平成26年３月31日までと法律で定められておりましたので、

これを超えたような取組は難しかったということでございます。 

  そうはいっても、最終年度については、各機関に配分された額の一部繰り越し等が認めら

れていれば、いろんな面での成果のフォロー、終わった後の処理といったものについて、よ

り円滑にできたのではないかといった声が非常に多かったというふうに受け止めております。 

  フォローアップ経費、あるいは新規事業への橋渡しといった観点からも、そういった手当

は必要だったのではないかということでございまして、事業終了後に成果として結実するこ

とも多いという認識の中で、評価結果に応じて、例えば期間の延長であるとか実用化をサポ

ートする新しい支援などもあれば、成果をより国民、社会に還元できたのではないかという

ことでございます。 

  所見のところでございますが、成果の実用化、基礎研究の深化などに、それぞれの研究課

題の特徴に応じまして展開・発展していく中ではございますけれども、一部の研究課題にお

いては、関係省庁のプログラムに引き継がれて、ＦＩＲＳＴで創出された成果をさらに発

展・深化されていると。 

  一方で、なかなかそうならないと言いますか、それが難しい状況にある研究課題も見られ

るということで、これはＦＩＲＳＴに限った話ではありませんけれども、終期が定まった大

型の国家プロジェクトの場合については、事業終了前後を円滑に進めるための研究課題側の

対応が重要であると。事業開始後、早い段階から終期到来を念頭に置いた具体的な取組が求

められるのではないか。 

  それから、制度運営側にあっても、関係省庁の研究開発資金制度に関する情報提供であり
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ますとか、官民間で研究開発のマッチングを図る場の提供等を通じて、研究課題側が円滑に

橋渡しできるように積極支援していくことが重要ではないかといった観点を、今後の大型プ

ロジェクトの企画・立案の際の課題というふうなことでまとめております。 

  説明は以上でございます。 

○有信委員長 ありがとうございました。 

  一応、今のような形でまとめていただいていますが、今の説明に対して御質問、御意見等

ありましたらよろしくお願いします。 

○秋永委員 非常に丁寧にまとめていただきまして、評価委員として感謝申し上げます。 

  ただ、評価のあり方の実際について、こういった視点を足していただきたいというところ

がございましたので、御提案させていただきたいんですが、個別課題を評価させていただき

ました私どもといたしましては、出てきたデータを用いて、それをただスタティックという

か、静的に評価しただけではなくて、各事業に対して働きかけみたいなこともさせていただ

いてきたんです。 

  例えば、中間評価においては知財権の確保をお願いする、あるいは国際標準化活動を進め

ていただくといったことをお願いしましたし、フォローアップのときには、中間評価の時に

お願いしたことでどういう効果が出ているか、あるいはラストスパートに向けてこういった

方向で研究を進めていただきたいということもお話しさせていただきましたし、最終評価の

ときには、例えば産業化へのビジョンみたいなものを示していただくということもしてまい

りましたので、もし可能であれば、そういった評価側からの働きかけがあったということも、

初めのところで少し述べていただくようなところがあればいいのではないかと思っておりま

して、他の外部評価委員の先生方にも御意見をお聞きしたいと思っている次第でございます。 

○有信委員長 いかがでしょうか、今のお話。 

○西島委員 普通ですと中間評価をやって、事後評価になるわけだけれども、ＦＩＲＳＴでは

中間評価の後でフォローアップがあって、結構な労力がかかりました。中間評価が終わって、

１年も経たないうちにフォローアップで、また同じような分量があって、そうすると、中間

評価のときは良い、悪いの評価だけれども、フォローアップでは、我々もそれなりに工夫し

て、一歩先へ進んだものを書いたというのを、今、思い出しました。いい点を御指摘いただ

いたと思います。 

○有信委員長 最先端の超一流の研究者に口幅ったく評価委員がいろいろ言うのも、なかなか

大変だったんでしょうけれども、結構中間評価やフォローアップのときには、具体的に言う
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と、さまざまな観点から、もともとの当初目的の中で期待されていたことに対して、その方

向に進んでいるかとか、それに対してもうちょっと努力が必要ではないかとか、そういうこ

とを割合具体的に指摘してきたと思いますね。 

  ですから、評価側のその辺のところをどう書くかという問題があるかもしれませんけれど

も、その気持ちはわかります。 

○原山議員 １つ御提案なんですけれども、評価のスタンスという視点を入れていただいて、

この評価というのはサマティブ・エバリュエーション（summative evaluation：総括的評価）

にとどまることなく、フォーマティブ・エバリュエーション（formative evaluation：形成

的評価）であったという、ジャーゴン（jargon：専門用語）ですけれども、フォーマティブ

というのは、評価することによってさらに改善するということをしながら追いかけていくと

いう、先ほどの働きかけということを含めたアプローチでやりましたというふうに明記する

のが一つかと思います。 

○有信委員長 そうですね。 

○岩本委員 むしろ見直しという課題が４件ございましたけれども、それらに対してかなりそ

の場で方向性について明示したと思います。その結果、それらは最終的に、世界最先端のと

いうところまでたどり着いている成果を生んでいるんじゃないかと考えます。 

○有信委員長 現実的に、ここで目標未達という部分の記述もありましたけれども、これはも

ともと目標設定が適切であるかどうかという議論を、最初のところでかなりしているんです。

それで、その議論をしながら、とてもこれは無理じゃないかという、審査員がほとんどみん

なこれは無理だろうと思って、そういう議論をしたにもかかわらず、研究者の方が、「いや、

必ず絶対にやります」と言ってやったけれども、やっぱり最後まで行ききらなかった。世界

的に見れば先端的なところまで行っているけれども、目標は未達であったという、こういう

部分も実はあるんですよね。 

○久間議員 目標はできるだけ高く設定するのに越したことはないです。しかし、達成できな

いかもわからない。達成できなかったときに、その研究の到達レベルは世界のトップレベル

と比較して進んでいるのかどうか、これを評価できる委員会でなければいけないわけです。

逆にいくら目標を達成したといっても、世界のレベルのほうがずっと高かったら、その研究

成果の価値は低いと評価するのが評価委員会です。 

○河内参事官 お話があったように、昨年フォローアップを非常にしっかりやっていただきま

した。たくさん指摘していただいておりまして、去年の場合は、その指摘を事務局で丸めた
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形ではなくて、各先生方の生の声をそのまま伝えているような形にしましたので、それが多

分、相当課題があるもので、しっかり伝わっているのではないかと思います。 

○西島委員 今、久間議員から御指摘がありましたけれども、うまくいったものについては、

もうそれはいいんですよ。問題は、これはどうなったのという成果が幾分不透明なものにつ

いての書きぶりです。そういう意味では、７ページ上のほうの、いま一歩足りない研究課題

も見られたというので羅列しておいて、「なお」というこの辺が、ちょっと何か唐突な感じ

を受けるんです。 

  例えば、成果創出という観点からは、期間内においてはいま一歩足りない研究であったが、

それについては継続してフォローアップされて進められているとか。つまり、ぷっつりやめ

るわけではないので、そういう継続的努力がされているということを記載するのも一案です。

それから、「なお、一部の課題では」という部分については、その部分と、所見の中「なお、

未達も含めた」という部分は、微妙にニュアンスが違ってくるのかなと思うんですが。この

上のほうの、「なお、一部の課題では」ということは、これは目標に未達なものでも、途中、

効果を上げることが、波及効果もあるし、科学全体につながるんだという、そういう意味合

いですよね。 

○河内参事官 上も下も、そういう意味では似ていますが、ちょっと概念がダブっています。 

○有信委員長 というと、ここのところ、確かに文章的には何となく上のほうの文章が…… 

○西島委員 下のほうはわかるんだよね。 

○有信委員長 下はわかりやすいんだけれども、上のほうの文章が何となく唐突感というか、

目標未達のものも含めて公開することとしている研究課題もあるというのが、何か持って回

った言い方になっているという気がしなくはないですけれども、もっとすっきり書いていい

んじゃないかと思います。 

○原山議員 この書きぶりなんですけれども、ストラクチャーが、所見の前の部分というのは

ファクトベースで書くというスタンスだったと思うんですね。実際のデータなりおっしゃっ

ていることが来て、それを客観的に、そういったことをファクトとして書いて、それに対す

る所見というのが次のところだと。ですので、初めの部分のなお書きのところが、必ずしも

クールにオブジェクティブに書いてあるかというと、意見も入っているというところが曖昧

になっている原因だと思うんです。 

○角南委員 幾つかのところで、「所見」と書いているところが別にあるのですが例えば５ペ

ージ目に「当初、中心研究者には」という段落の３行目で、「そのため、例えば、他のプロ
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ジェクトと研究内容をすみ分けつつ、研究目標に向かって一体となって研究開発を進めるこ

とができた」というのは、ある程度所見のような判断になっているので、後の所見の中に入

れてまとめてはどうでしょうか。 

○有信委員長 そんなにたくさんは、あちこちばらばらにはなっていないから、それぐらいの

ところの整理は、多分そんなに手間はかからないと思うんです。 

○西島委員 さっきの所見のところをずっと読んでみましたけれども、７ページのところから

同じような文章が並んでいて、そこだけですね、要注意は。あとはこの形でほぼいいんじゃ

ないかと思います。 

○有信委員長 この前、久間議員から指摘があった、例えば1,000億円使ったら、はっきり言

って、何年か後で違うんだけれども、最低限、１兆円ぐらいのいわば事業規模が期待できる

ものでなきゃいけないよねというような話があって、それも、ある意味でざっと横並びに見

ると、もちろん基礎研究はなかなかそうもいかない、知的基盤をつくるということなんです

けれども、デバイスだとか、例えば有機太陽電池だとかＳｉＣのパワーデバイスだとか、そ

ういうものの展開を考えると、結構な市場規模が期待できるんですよね。それプラス、基礎

研究の成果ということで、この辺が本当はもうちょっとうまく主張できると、特に医薬品な

んかの可能性もかなり大きいし、アルツハイマー病の発症前診断など、もちろん、10年以上

時間がかかると思うけれども、ああいうものが現実に事業になると、これはものすごく発展

効果が大きいとかいうようなこともあるので、さまざまな可能性は秘めていて、それがうま

く表現できるといいと思うんです。 

○久間議員 この５年間で出口が見えるテーマと、基礎的研究に時間がかかる製薬のように、

さらに５年か10年必要なテーマと、あくまでも知の探究上のテーマと、というように、分け

るべきだと思います。 

○西島委員 畑に種をまいて、水をまいて、肥料をやって、５年間経って、全部花が咲かなく

てもいいけれども、５年後には枝葉がついているとか、何かそういうような成果への筋道が

時間軸の中で描ければいいということですよね。 

  先に言い訳をするわけではないんですけれども、新薬創製の場合には15年はかかりますが、

それでも15年経ったらいきなりぽんと薬が出るわけじゃないので、５年までには探索として

ここまでとか、10年までには臨床試験でここまでというのは、製薬会社の研究者の頭の中に

は描かれているんです。一般論で言うと、こういうところに応募してくる先生方は、５年で

何か新薬の種ができるようなことを書いていますが、決して本気でそう思っていないはずで
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す。けれども、中には本当にそう思い込んでる人もいるので怖いなと思うんですけれども。

まず動物実験に入るだけでも意義があるし、それから臨床試験に進めば素晴らしい成果です。

そういうステップ毎に各ステージが研究で加速されたと示せれば良いと思います。さらに、

薬では克服できないような再生医療への道筋がｉＰＳ細胞によって達成できる可能性ができ

たというのは、これは非常に国民に対しても波及効果が大きい。もちろん、ＥＳ細胞のよう

な倫理的な問題とか拒絶の問題がないということと、それから脊髄損傷なんかについてもバ

ンク機能で迅速対応が可能になる。この辺の再生医療関連が一番大きい関心事なので、そう

いうようなことを時間軸の中で考えれば、先ほど言った費用という意味ではかなり大きい成

果だと思います。 

○有信委員長 ただ、佐藤委員がこの前御指摘になったように、結局、何か有名な研究者のと

ころにしか金が行っていないんじゃないかというのは、２つあって、１つは最初にここに書

いてある、600人弱の応募があった中に、やっぱり大学の学長だとかも、当然これは世界第

一級の人たちを募集しますというかけ声だったものですから、いっぱいいたんですよね。そ

の親分たちが、最初のスクリーニングでさっといなくなったという印象が、一つあります。 

  それからもう一つは、これはちょっと残念だなと思うのは、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）

でかなりいい成果が出てきているんだけれども、ガリウムナイトライド（ＧａＮ）でそうい

う適切なテーマ設定ができたのか、できなかったのか、わかりませんが、これは単純に研究

の内容とは別に、ガリウムナイトライドも入れておいたら話題性があったかなというのはあ

ります。 

○久間議員 事業化まで目指すものと、事業化のための基礎研究、それからピュアサイエンス

というふうに分けたときに、５年間で事業化が見えたというものは結構あるのです。シリコ

ンカーバイドもそうだし、安達先生の有機ＥＬもそうです。そういう具体例を入れると、評

価報告書として、よりわかりやすいです。 

  例えば、14ページの所見のところでも、研究者同士の交流によりその後の共同研究につな

がった例や、シンポジウムにおける国民との対話により更なる研究の推進につながった例も

あると書いてあるけれども、具体的な事例を２つぐらい書いておくと、特徴のある成果がわ

かりやすくなるのではないでしょうか。 

○河内参事官 それぞれ逐一名前を入れようと思えば入ることにはなるんですけれども、それ

をあえて今、外部評価報告書という建前の中で書いたほうがいいのかどうかという御判断を

いただいたほうがいいのかなと。 



－15－ 

○有信委員長 そういう意味で言うと、ちょっと気になっているのは、ソフト関係のプロジェ

クトで、喜連川プロジェクトとか合原プロジェクトとか幾つかあるんだけれども、この辺が

実はこの中に余りピックアップされていないんです。例えば喜連川プロジェクトなんかの大

規模なデータベース処理の話は、ちょうど今のビッグデータ絡みの話の中で、これから大き

な役割を果たしていく可能性はあると思っているので、何か少し入れておくといいかなとい

う気はします。 

○久間議員 数学的な研究をやったのだということですね。 

○有信委員長 ソフトのものは、何かできて当たり前だから、何となくインパクトのある書き

方が難しいんですけれどもね。 

○元村委員 この報告書を誰が見るという前提でつくるかにもよると思うんですけれども。丁

寧に書いていただいて、しかもデータもいろいろそろえていただいて、大変納得性が高くな

ってうれしく思いました。さっき久間議員がおっしゃったような、例えば現時点では目標に

届かなかったけれども５年後に花が咲きそうなものとか、ひょっとしたら10年後に大化けす

るかもというようなテーマについては年表、例えば横軸を時間、縦軸を役立ち度みたいな感

じで可視化するアイデアもありかなと思いました。 

  例えば、数物・情報領域の方々の成果については、例えばマトリックスにして、すべての

イノベーションの基盤となる成果であるとか、暮らしを便利にする具体的な成果であるとか、

30項目を位置づけてみる。そういう、賛否が分かれる判断があるかもしれないけれども、全

体がすぐに把握できるようなビジュアルな資料もあったりするといいと思いました。文字情

報だけだと書き尽くせないのでは…… 

○有信委員長 おっしゃるとおりだけれども、誰がその判断をするかと。 

○元村委員 私も思いました。 

○原山議員 やり方なんですけれども、これ、フォーマルな形の外部評価が必要なもので、こ

れは淡々とやるものでなくてはいけないと思うんですね。それでこういう委員会をつくって

いるんです。 

  と同時に、私がＯＥＣＤにいたときのやり方というのは、フォーマルに上げていかなくち

ゃいけないものと同時に並行して、数ページのブロシュアー（brochure：小冊子）をつくっ

たりとか、それでもって、トピックスなどは本当にセレクティブで、公平性とかはちょっと

横に置いた形でもって、売りが何かというのをアピールするようなものをつくって、そこに

はビジュアルな写真も入れて、見てすぐわかるという形でもって、これが目玉だというのを
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つくるんです。そういうふうにしないと、混ぜてしまうとどっちつかずになってしまい、ち

ょっと軽いんじゃないかと言われる恐れもあり元も子もなくなってしまうと。 

  なので、これは事務方に考えていただきたいのですけれども、数ページのですね。多いの

は誰も見ないんですよ。せいぜいマックス10ページぐらいで、できれば４ページにとどめた

ところで、これがというのを、これまでいろいろと写真つき資料をつくりましたよね。あれ

からうまくピックアップしてもらう。それを一緒に添えていくという形で。 

○西島委員 文章が多すぎるので、時々目を休めるような写真とかグラフがあるといいね。 

○元村委員 海外にこのＦＩＲＳＴプログラムを発信すべきです。ＦＩＲＳＴってこんなプロ

ジェクトで、こんな成果が生まれましたということを、原山議員がおっしゃるブロシュアー

にしてはどうでしょうか。見開きでぱっと見られるビジュアルも盛り込んで。日本語版と英

語版と中国語版を作ってもいいと思います。これだけデータがあれば。 

○有信委員長 確かに、さっき言われた絵があるといいと思いますね。実用化の軸とベーシッ

クな話と。要は、だけど知的基盤として、絶対実用化しないダークマターの研究とかあるわ

けですから、そういうものの意味をちゃんと見えるようにしないといけない。 

○原山議員 すみません、最後の報告書なので、気がついた点を申し上げます。 

  10ページの上のほうに所見があるんですけれども、ここは逆でもって、「一方で」と書か

れているところは一般論が書かれているんですね。自由度が高くて、多額の研究費の場合に

は適切な説明責任が必要だと言われているんですが、これは当たり前のことなんですよ。こ

れが所見じゃないと思うんですね。もしもこれがうまくいっていなかったら、ここで必要が

あるがやっていなかったという話なんですけれども、必要であると言いっ放しだと、所見に

はふさわしくない場所なので、場所を移動するか、あるいはここに実際に適切なことを書き

加えることが必要かなというのがあります。 

○有信委員長 入れ替えたらつながるかな。 

○原山議員 それから、13ページの上のところなんですが、知財の権利化のタイミング等を考

慮すべきであると書いてあるけれども、権利化のタイミングが一番クリティカルな問題かと

いうと、そうじゃない。権利化はすぐやらなくちゃいけないんですけれども、いわゆる知財

マネジメントですね。どの部分を開示する、しない、あるいは権利をとったとしても、ロイ

ヤリティーフリーでもってノン・エクスクルーシブにやるとか、いろんなやり方があるんで

すね。それはケース・バイ・ケースですし、分野によっても違って、それは戦略性を持たな

くちゃいけないので、それを書き込むほうがタイミングよりかは重要かなと。もちろん、タ
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イミング「等」で全て埋めることにはなっていますけれども。 

○有信委員長 だから、「等」の後に、戦略的な知財マネジメントが必要であると。 

○原山議員 マネジメントが必要で、その中にはタイミングも含まれると。 

  それから、それに続いているところで、「エ」のところが、研究成果の公開活動と書いて

あるんですね。知財をすぐ読んだ後に公開と書かれていると、知財の公開というふうに思え

てしまうので、ここは広報のことが書かれているので、公開よりかは広報にしたほうが、コ

ンフュージングにならないんじゃないかと。 

○有信委員長 広報のほうがいい。広報活動のほうが多分、それはそのとおりです。 

○久間議員 広報というと、プレスへの広報というのが頭に浮かぶでしょう。これはシンポジ

ウムだとか子どもに対するイベントのような、コミュニケーション活動のようなことですよ

ね。 

○原山議員 研究成果のだから。成果を公開するというのが、成果そのものを公開するんじゃ

なくて、これは活動そのもののことだと思うんですよ。 

○有信委員長 むしろアウトリーチを含めてここは書いてあるわけです。 

○原山議員 アウトリーチ活動にしたらどうでしょう。一番シンプルで、狭めたね。 

○久間議員 アウトリーチ活動のほうがいい。広報というと、新聞発表のようですから。 

○秋永委員 もう一つよろしいですか。先ほど御指摘いただいたところですけれども、専念義

務というか専従義務が、予算が縮小されたときに外れたと。そこの表現が、５ページですが、

文章としてなんですけれども、研究目標に向かって一体となって研究開発を進めることがで

きたという表現になっていて、今、この評価委員会としては何となくポジティブに評価した

ような表現になっているように思えたんですね。ここを少し外部評価委員で、こういう表現

でいいかどうかは検討した後に、この文章をこのままにするのか、しないのかを決めたほう

がいいんじゃないかと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○角南委員 先ほど、私が申し上げた７ページにかなりいろんなことが書かれていると思うん

です。例えば困難でいろいろ工夫もしないといけなかった、というような記述があるので、

むしろそこにくっつけた方が良いと思います。 

○有信委員長 ただ、今の御指摘は、要するにここで言っている専念義務が解除されて、ほか

のものへも応募が可能になったことを、ポジティブに評価しているんだけれども、それは合

意できますかと、こういうことですよね。 

○秋永委員 そうです。おっしゃるとおりです。ありがとうございます。 
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○上野委員 12ページの知的財産のところで、知的財産を確保して活用を考えるとありますが、

基礎研究の場合はそうなるかとは思うんですが、先ほどお話のあった実用化を念頭に置いた

研究と基礎研究とを分けた場合には、もう少し所見のところへ追加の提案があります。実用

化を念頭に置いた研究の場合は、研究の開始、企画の時点から、研究成果を事業化に結びつ

けた経験のあるアドバイザーによって、例えば戦略的な知的財産の確保に必要なデータ取得

を研究に加えるといったことなど、実用化、事業化を戦略的、効果的に実現するための研究

内容を、知財の観点で最初から考えることが重要だと思います。 

  知財というと、弁理士資格のある人とここには出てきますけれども、出願が重要というよ

うな話になりがちなのですけれども、知財だけとっても意味はなく、知財だけの専門家とい

うよりは、実用化という観点が重視された研究の場合は、研究成果を知的財産で強化して、

実用化、事業化まで持っていく、そこの部分の専門的な戦略や知見が必要で、研究成果を事

業化に結びつける経験のあるアドバイザーの人が入って、戦略的な知的財産の確保から事業

化までを考えた研究内容を企画するという、研究内容自体に知財の観点を入れることが、特

に最初から入れていくことが、重要だと思います。研究ができてから知財が入るんじゃなく

て、研究を開始するときから知財が入っていくという観点が、実用化の場合は必要になって

くるので、今後の事業に活かしていく意味で、その点を少し加筆すると、いいのではないか

と思いました。 

  あとは、用語の指摘だけなんですけれども、12ページ「ウ」の知的財産の確保に係る体制

整備の３行目のところで、「有用な知的財産を発掘し、戦略的な活用を促す取組」とあるん

ですが、恐らくここは戦略的な知的財産の「確保」と活用の方が、よいのではないかと思い

ます。戦略的な出願という言葉も一緒に出てきますので、確保と活用ということかと思いま

す。 

  それと、16ページの成果の社会還元というところに研究支援担当機関の創設の話が、真ん

中あたりに出ています。研究支援担当機関について、あるいは経費Ｂについて、非常に記述

を充実させていただいて、ここのＦＩＲＳＴの特徴としてとても重要なので、いいと思って

いるんですが、主な記述箇所は、11ページ、12ページのあたりにあります。このあたりに研

究支援担当機関の話は出てきますので、16ページの真ん中の、研究支援担当機関の創設の話

や、初の取組を円滑に推進する観点から研究支援担当機関連絡会を開催したという話も、11

ページ、12ページのあたりの、研究支援担当機関の話のほうに移すほうがわかりやすいので

はないかなと思いました。 



－19－ 

  以上です。 

○原山議員 今の上野委員の視点は大事で、知財を取ることにどちらかというと重点が置かれ

た評価になっているので、ＭＯＴ（Management of Technology）の視点から知財戦略が必要

ですねということを一言入れておくのがいいかと。 

○有信委員長 それはそのとおりですね。ただ、具体的な話をすると、例えば小池プロジェク

トだとか片岡プロジェクトだとか、もう初めから特許を頭に描いて研究戦略を立てているプ

ロジェクトも幾つかあったような気がするんですね。だから、それがなかったということで

はなくて、今言われたように、もっと戦略的な知財マネジメントという視点で、これどうす

るんですかね。今後もそういう観点を考慮することが必要であるというような、つまり比較

的実用化が、出口が見えている研究テーマについては、研究戦略と知財戦略とを同時に考え、

あるいは知財戦略を考慮した研究計画、研究戦略が必要であると考えるべきだと。 

○原山議員 ファクトとしてあるのであれば、初めのほうにそれを、そういうのも垣間見られ

る、存在したと。それを分けた形で、所見のところでは、これが重要ですねというふうに認

識する。 

○久間議員 そもそもそういう問題は発生していたのですか。発生していないなら、入れる必

要はないです。特許のサポート体制が、実用化に近いところで弱かったとか、そういった問

題はあったのかどうかです。 

○河内参事官 多分、ＦＩＲＳＴの場合は、当初、中心研究者が研究計画を立てるときの、あ

るいは提案するときの内容に、中心研究者のポリシーとしてそういうものが入っていれば、

そういう研究計画を立てて、かつそういう人材を登用して、今、その動きができると思いま

すけれども、そもそもそういう意識のないといったら語弊がありますけれども、余りそうい

うところがしっかり重要視されていない方も実際いらっしゃる。 

○有信委員長 だから、基本的には、はっきり言ってそういう意識のあるところはというか、

そういうものが関わるところは、知財の専門家も実際には加わってやってきているんですよ。

したがって、むしろ肯定的に、つまり課題として、今言われたように、できていなかったと

いうことではなくて、そういう進められ方もしているので、今後ともそういうことは強化す

べきであるという、そういう書き方にすれば。 

○久間議員 そういう書き方がいいけれども、このプログラムの制度をつくるときに、知財サ

ポート要員として、どういう知財の専門家を集めたかといったところまでさかのぼる必要が

あるでしょう。 
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○有信委員長 それはかなり評価のところでもいろいろ指摘しましたよね。 

○久間議員 それで足りなかったという評価ですか。 

○西島委員 いや、むしろ意識しすぎたということじゃないけれども、さっき言った戦略的に

行うということが重要でしょう。 

○久間議員 それだったら、それがよかったから評価すべきであるという表現にしたらどうで

すか。 

○河内参事官 上野先生がおっしゃる視点は、ＩｍＰＡＣＴなんかは多分まさしく、ＰＭがや

ろうとしているとき…… 

○久間議員 ＦＩＲＳＴに対して、知財のサポート体制が弱かったからというふうに聞こえま

す。 

○原山議員 趣旨はそうじゃないと思うんですが、どちらかというと、知財の人を強化しろと

いうと、大学で何を行うかというと、弁理士さんとか知財を取るほうの専門家をチームに入

れるのが、通常はこういうことになるんですよ。それで結構がちがちにしちゃうと、最終的

に共同研究もなかなかしづらくなっちゃうという、趣旨とは相反することが起こるので、取

ることと同時に、活用も一緒に見られる人が必要だというのが趣旨だと思うんですよね。 

○上野委員 まさに原山議員がおっしゃったとおりで、そうなんです。知財の専門家を入れよ

うとしてしまうんですけれども、知財と活用・事業化の両方を見られる人を入れることが重

要だと思います。 

○有信委員長 だから、逆に言うと、今、原山議員も上野委員も指摘のとおり、ある程度ＭＯ

Ｔ的な観点でハンドリングできる人たちが実は加わってきているんですよ。弁理士さんを入

れているわけではなくて、そういう人たちが知財の、例えば企業からそういうことをやって

いた人たちが来て、知財を見ているとか、そういう形で関与しているので、もちろん研究者

はみんな、とにかくわがまま勝手な人も多いから、そう簡単には…… 

○久間議員 知財の専門家が関与して、それがスムーズに行っているのであればわざわざ書く

必要はない。もしもそういう専門家がいないことが問題なら、今後のプログラムのためにも

報告書に記載するべきだと思います。 

○有信委員長 そういう人が必要であるという視点は、むしろポジティブな形で入れたらいい

んじゃないかと思うんです。 

○上野委員 私もそう思います。例えば、12ページの最後の行の、知的財産確保を戦略的に進

めるべきというところや、下から３行目の知的財産確保の重要性認識向上と、積極的かつ効
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果的な権利確保の取組というところが、いずれも確保であり、ここの「ウ」のタイトルも確

保なんですけれども、やはり確保と活用とすることが重要だと思います。確保と活用は、さ

きほどまさに委員長がおっしゃった、知的財産を考慮した研究戦略や、知的財産戦略と一体

化した研究戦略を意味しています。知的財産を確保してから活用を考えましょうという従来

のパターンではないような方向にすることが、全部の研究ではなくても、しかもそういう意

思がない人は別にやらなくてもいいと思うんですけれども、実用化を念頭に置いた研究の場

合は、今後、より重要になるというような、ポジティブな視点で、所見のところに追加にな

ればいいかと思います。 

○久間議員 確保した知財権を活用することを期待するという記述にすれば、よいのではない

でしょうか。 

○佐藤委員 11ページ、12ページあたりに支援機関のスタッフのことを書いておられますけれ

ども、これはこのプログラムで育った、支援される方の行き先がないとか、そういうことを

盛んに書いておられるんですけれども、今の科学の研究の流れを見ると、どうしても支援ス

タッフが必要なプロジェクトはいくらでも増えている時代です。文部科学省だったら、研究

大学強化促進事業では、たくさんＵＲＡを雇って、その人に活躍してもらうようにしなさい

とありますよ。 

  だから、これで育った方が、そういう人材の供給になっているんじゃないかと思うんです

けれども、ちょっと何か全体的にすごくネガティブな感じで書いておられるので。実際その

とおりなのかもしれませんけれども。その方々が、例えば大学のＵＲＡなんかで雇用されて

いないのか、それはちょっとわからないですね。 

  ＵＲＡに関しては、私たちの機構でも、およそ30名は雇用しています。研究大学強化促進

事業は、およそ20大学ですから、それを考えるとすごい数、600名以上も雇用されているは

ずなんですよね。現場では、この人が就職できなかったとか、そういうことは深刻なので、

おっしゃることはわかるんですけれども、実際にどうなのかとちょっと気になりまして、む

しろこういう場で組合までつくったことがポジティブに働いているところがあるじゃないか

という、少しポジティブなことを書いていいんじゃないかという気がしました。 

○有信委員長 それは私もちょっと気になっていまして、ＵＲＡに行ける部分がどうなってい

るのかなというのは気にはなっていましたけれども、そういういわば可能性の部分として少

し書き込んでおけば、もう少しその道が開けるかもしれないですよね。 

○河内参事官 ＵＲＡのようなそういう取組もある中で、もっとパイとしては大きくないと、
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ということですか。 

○有信委員長 今の状況がむしろこういう支援機関というか、マネジメント的に研究をサポー

トする人たちが必要だということになってきていますよね、全体の流れとして。それが一応、

ＵＲＡという制度設計の中に落とし込まれてきていて、今度はＵＲＡのキャリアパスをどう

するかという議論が一方でまた起きていますけれども、そういう形で、今までのように研究

は単純に研究者だけが行うのではなくて、サポーティングスタッフが一体になって研究を進

めるという考え方に、変わってきているという言い方はおかしいんだけれども、もうちょっ

ときちんと研究をマネジメントしながらやるというところに来ているので、そういう部分は

確かにおっしゃるとおりだと思うんです。 

○原山議員 多分これで、今、起こっている現象を見ると、片やこういうふうに何十人という

人たちが、経験を積んだ人たちのプールがある、また片方では、そういう人材を必要として

いるところがあるのだけれども、情報が非対称になっているんですね。こっちで欲しいとき

にある程度公募をかけてスクリーニングをかける形になっていて、必ずしもこの人たちがそ

れを見ているとは限らなくて、来ないと。だからそのミスマッチをどうするかというのが、

一つは、例えばこういう人たちのプーリングみたいな形で、登録制みたいなところで、どこ

かがデータベースを持っていて、あるいはそれを個人的に紹介してくれる人がいるとか、そ

ういう組織あるいは何かスキームがあると。それこそ今、大学でもって新しいものをつくる

ときに、あそこに行けば経験のある人を紹介してくれるという、それが仕組みとしてつくら

なくちゃいけないと思うんです。それがないので、個別にみんな、個別の大学がやっている。

こっちは個別に探しているというので、完全に非対称となっています。 

○久間議員 供給側に、産業界からも大学からも定年を迎えた人が次から次へと加わるので、

需要と供給のバランスが完全に崩れているのです。ポストは増えていると思いますが、供給

側が急激に増えているから需要側が追い付かない。原山議員がおっしゃるような需要側と供

給側が出合いにくいミスマッチもあると思うけれども、需要と供給のバランスが崩れている

ことが大きな課題です。 

○西島委員 ＵＲＡは、最近の僕の知っている大学だと、やっぱり40歳前後までで、10年、15

年活躍できる人間を入れたほうがいいということを言っています。実際今、横浜市立大に入

った３人の方は30代、40代ですけれども、たしか１人は、京大関係者でFIRST関係者かもし

れません。キャリアを積んできたとか、ナノセンターとかで経験を積んだ若い人が地元の大

学で今後は活躍するという流れがあります。 
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  若い人のほうが、結局、人件費も安いし、頭が柔軟なんですよ。おっしゃるとおり、その

方向も重要ですよね。 

○久間議員 ４人に１人が65歳以上でしょう。 

○有信委員長 経験豊富で、余り成功体験に凝り固まった人が、成功体験以外を受け入れない

ということになると、かなり問題が起きるから。 

○西島委員 でも、ＦＩＲＳＴ関わった人たちは、確かにＵＲＡとか活躍できそうな気がしま

すよね。 

○有信委員長 ただ、現実には、支援機関というのは、例えばＪＳＴであったり各大学であっ

たりしているので、こういう部分で新たに雇って経験を積んだ人というのは、確かにこうい

う課題はあったけれども、そんなに数は多くないという気はしますけれどもね。大学が支援

機関になったところであれば、大学の事務スタッフがここで働いてきているわけですよね。

それから、ＪＳＴも幾つも支援をしているので、ＪＳＴのスタッフがこれに関わってきてい

るという格好で、あと、何か特別な支援機関ってありましたっけ。ファンディング機関。 

○河内参事官 産総研やＮＥＤＯがあります。 

○有信委員長 そういうところですよね。 

○原山議員 １つは、例えば16ページの真ん中なんですけれども、研究支援担当機関連絡会と

いうのが期間中は存在して、情報の共有を図っていたと。そこの生き残りというか、それを

終わった後も何らかの継続性を持って、そこで抱えた人たちの情報というのをどこかでまと

めていますよというのがあると、そんなに大した手間じゃないと思うんだけれども、何かの

ときはそこに行く、というのができればね。せっかくここまでつくったし、何回もいろいろ

とやりましたとここに書かれているんだから。 

○河内参事官 ＵＲＡの情報なんかも、そこに本当は入れればよかったですね。 

○原山議員 そうそう、逆にね。 

○河内参事官 そこまでちょっと研究の全体の、研究費の話はいっぱい出たんですけれども、

そういうサポート的な部分の情報というのはなかなか。 

○原山議員 今後を考えたときにというのをね。 

○有信委員長 それはどうしようか。反省にするのか、今後、こういう方向で利用すべきであ

るというふうに書くのか。できなかったといって反省するのか、こういうふうにすべきであ

る、こういう方向で活用することが期待できるというふうに書くか。 

○久間議員 プロジェクトに関わった研究者のその後の活用については、方向性を示すべきで
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しょう。いい人は経験を生かしてあちこちで活躍してほしいですからね。 

○河内参事官 じゃ、課題として指摘して、方向性を書くと。 

○有信委員長 前に課題が書いてあるじゃないですか、行き先。だから、その後を受けた形で、

ここの部分でそういう、今、原山議員が言われたような書き方で、そういう連絡会等を活用

して、キャリアパスとして活用すべきだと。 

  あと、ほかにはどなたか。 

○岩本委員 加速・強化事業の実施というところで、８ページですけれども、このお金という

のは100億円くらいの研究費の追加実施ということでやられている部分ですが、なかなか評

価のときに私自身はちょっと難しい点があったんですね。といいますのは、追加したお金で

何やりましたかというと、大抵は、新しい装置、最先端の設備に更新したというイメージが

強くて、それによって今までよりもよいデータが取れるようになったとか、そういった具合

のニュアンスのものが多かったように思うんです。それで、この位置づけというのをもうち

ょっと肉づけできないかというふうに思うんです。 

  といいますのは、一つには、最初にプロジェクト全体のお金の減額というのがありました

よね。その上で、もともとFIRSTのプロジェクトはいろいろの事業を加速するためのもので

あったということであって、その上でさらにそれを加速・強化する事業ということなので、

この事業の位置づけをもうちょっと何か肉づけすべきと思うんです。プロジェクトによって

１つずつ違うでしょうけれども。 

○有信委員長 というのは、もうちょっとポジティブにしろということですよね。 

○岩本委員 ええ。そうじゃないと、何となく、ただ配分したぞととられる可能性があります

よということです。 

○久間議員 予算が１人当たり100億円から30億円くらいに減額されたため、例えば荒川プロ

ジェクトは、光配線の実証で終わってしまったのです。もし、当初の計画通りの予算があれ

ば、光配線のＬＳＩをつくれたのです。ＬＳＩまで実証できたかどうかで、研究成果のイン

パクトはものすごく違います。そういう意味で惜しかった事例はあります。 

○有信委員長 外村プロジェクトの電子顕微鏡も、基本的には電子顕微鏡をつくったところま

でで、その先の応用研究をほとんどごっそり削っちゃったんですよね。そういう部分に対し

て、ある程度道がつけられたという部分もある。要するに予算の削減によって大幅に計画を

縮小せざるを得なかったものについても、加速資金によって先につながる成果が得られたと

書くか。 
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○久間議員 加速できたということですか。 

○有信委員長 加速できたということかな。もうちょっとポジティブに、積極的に書いてみる

と。何せ、90億円もらえると思ったものが50億円にしろと言われて。 

○西島委員 しかもこれ、採択されてからですよね。極めて難しいですよね。 

  先ほどのところで一番思っていたのは、これ、人の採用問題でも結構困ったと思うんです。

採択前後に若い人をとろうと思っていて、いざ採択されて若い人を雇用するはずが、プロジ

ェクトが縮小になったから、きっと若い人の何人かは違うところに行っている。本来だった

ら自分はＦＩＲＳＴに入れたはずなんだという人もいると思うんです。その実数が出てこな

いけれども、結構その人数は大きいんじゃないかなと思うんです。 

○有信委員長 ただ、90億円で水増ししている計画も。 

○西島委員 だからなんですよ。水増ししたときに、90億円で水増ししたということは、自分

のメインじゃないところで組むということで、一応声をかけているわけでしょう。ところが、

採択後に予算縮小という理由で切ったほうが実は余り害はないんだけれども、切られたほう

は害がある。一応声をかけられて、それから切られたということですから。30億円のプロジ

ェクトやるから、もらった人は、初めから30億円で60億円は水増しだったから仕方ないと忘

れるかもしれないけれども、雇用先を失ったほうは、偉い先生から声をかけられたので、行

きますと言ったけれども、結果としては採用されなかった。そっちがかわいそうだと思って。 

○久間議員 ＳＩＰはＦＩＲＳＴの学習効果を生かして、毎年予算は変えます。 

○元村委員 振り返ってみると、そういう予算変更の問題、つまり政権交代の影響と、東日本

大震災という２つの困難を克服したプロジェクトでもあります。そういう点を、例えば有信

委員長が「はじめに」というところでちょっと書いてくださるとか、そういう感じで救済し

てあげたい気もするんですよね。本文の中には盛り込みづらいから。 

○角南委員 さっき秋永委員が言われた６ページの箇所と、７ページの後で予算が減ったとい

うところをもう少し丁寧に記述をお願いします。 

○西島委員 読み直してみると、これはある意味では極めて危ない言葉かもしれない。という

のは、例えば５ページの、「他のプロジェクトと研究内容をすみ分けつつ、研究目標に向か

って一体となって研究開発を進めることができた」ということは、今後は集めておいて半分

ぐらいにしておいたほうが、結果、いい感じになると考えそうです。 

  だから、文章だったら、困難の中を研究目標に至ったということを評価したいとか、評価

されるべきであるとか記載することは良いとしても、「・・・できた」と紋切り型だと、結
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果としては予算は一旦削ったほうがいいのかなと思う人がいると思います。 

○元村委員 「結局できたじゃないの」、ということになってしまうので。 

○角南委員 ７ページ目のところをもう少し寄せて、見直すのはいいんだけれども、採択した

後にいろんな要因はあったとしても、そこについてはやっぱりもう一回。 

○有信委員長 特に専念義務の解除は両方の意見があって、完全にエフォート率100％っても

のすごくきついので、特にアメリカにいる研究者は、完全にアメリカから日本に帰ってこい

という話になっていたわけで、それが解除されるということは、いい面と悪い面とがあった

と思うんです。だから、多分、そういう書き方にしたほうがいいかもしれないです。 

○久間議員 本来、ＦＩＲＳＴの予算で一貫してやってもらいたかったわけですね。他のファ

ンドを取らずにです。だから、もともとの2,700億円の予算がつけば、こういうことをせず

にもっと大きな成果が出たはずだという書き方がいいです。 

○西島委員 そのほうがいいと思います。すっきりします。 

○有信委員長 いろいろ御意見をいただきましたけれども、特に評価に関しては、余りこの評

価ではまずいという御意見はなかったようなので、少なくともこの評価内容に関しては、一

応ここに書かれてある内容で御了解いただいたというふうにしたいと思います。 

  それで、今日いただいた御意見についてまた幾つか修文が必要で、そこの部分については、

できれば委員長一任にさせていただいた上で、修文して、とりあえず委員の間で確認いただ

くということにさせていただければと思っています。 

  特に今日言い足りなかったこととか、後で気がついた修文等々については、またメールで

御連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

  最終的には、今日の御意見を含めて、もう一度修文したものを各委員に御確認いただくと

いうことにさせていただきます。 

  あとは、それを超えた細かな部分については、お任せいただくということでよろしくお願

いします。 

  それでは、最後に事務局から連絡事項をお願いします。 

○河内参事官 今、委員長におまとめいただいたとおりでございますけれども、今日の議論を

踏まえて修正をさせていただきたいと思います。今日、出しきれなかった、あるいはお気づ

きの点が追加的にあれば、メールでお寄せいただきたいと思いますので、３月10日火曜日ま

でに事務局までお寄せいただきたいと思います。それを受けまして、最終的な案をつくりま

して、また先生方にお送りし、その後は委員長に御一任という形にできればと思います。 
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  今後の日程でございますけれども、外部評価報告書としておまとめいただいたものを革新

的研究開発推進会議に提出いただく形になると思うんですが、これはまだ日程、どういう段

取りにするか決まっておりませんので、これまた御連絡させていただきます。そこでの議論

を得まして、総合科学技術・イノベーション会議本会議に提出するという段取りでございま

すので、遅くとも４月の本会議がもし開催されれば、そこまでには出したいというふうに思

っております。 

  事務局からは以上です。 

○有信委員長 ありがとうございました。 

  非常に長い、佐藤委員も西島委員も、スタートラインから非常に長い期間の集大成という

ことで、最後の２回の外部評価委員会で一応取りまとめすることができました。本当に御協

力どうもありがとうございました。 

  それでは、これで第２回の外部評価委員会を終了します。本日はどうもありがとうござい

ました。 

午前１１時２３分 閉会 

 


